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令和 5 年度特定処遇改善加算概要のお知らせ 

 
 陽春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 
 さて、この度紀⽔会は、令和 5 年度特定処遇改善加算の取得概要について社内・外に対し
周知したく、お知らせいたします。 

概要は下記の通りとなりますので、ご確認くださいますよう、お願い申し上げます。 
 

記 
 

①  紀⽔会届出（予定）介護職員等特定処遇改善加算の区分 
・ 介護⽼⼈福祉施設        特定処遇改善加算Ⅰ 
・ （予防）短期⼊所⽣活介護    特定処遇改善加算Ⅰ 
・ 通所介護            特定処遇改善加算Ⅱ 
・ ⽇常⽣活⽀援総合事業      特定処遇改善加算Ⅱ 
・ （予防）特定施設⼊居者⽣活介護 特定処遇改善加算Ⅰ 

 
②  ⽀給の⽅法等 

・ 毎⽉の給与⽀給の際に特定処遇⼿当として⽀給。 
・ ⽀給対象職員を以下の 3 グループに分け、勤続年数や技能等により各⼈毎

に⾦額を決定。 
ⅰ）技能・経験を有する介護職員  → Ａグループ 
ⅱ）他の介護職員         → Ｂグループ 
ⅲ）その他の職種         → Ｃグループ 
 

・ 余剰分がある場合、年度末に⼀時⾦⽀給 
 

以上 
 


